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八木敏郎
　
市
民
の
皆
様
に

は
、平
素
か
ら
岡

谷
市
議
会
に
対

し
、深
い
ご
理
解

と
ご
協
力
を
賜

り
、心
よ
り
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。

　
市
議
会
の
広

報
誌
に
つ
き
ま
し

て
は
、今
ま
で
議

員
個
人
や
会
派
で

の
会
報
等
の
発
行
は
行
わ
れ
て

お
り
ま
し
た
が
、こ
こ
で
前
任
期

の
議
員
の
思
い
を
受
け
継
ぎ
、市

議
会
の
総
意
と
し
て「
お
か
や
市

議
会
だ
よ
り
」を
発
刊
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
く
、

市
議
会
だ
よ
り
は
情
報
の
公
開

だ
け
で
は
な
く
、市
民
の
皆
様
と

議
会
と
の
信
頼
関
係
を
築
く
架

け
橋
の
役
割
を
持
っ
て
い
る
と

考
え
て
い
ま
す
。

　
今
後
も
、市
民
の
皆
様
の
お

力
添
え
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、岡

谷
市
議
会
が
目
指
し
ま
す
、市

政
の
発
展
や
市
民
福
祉
の
向

上
、さ
ら
に
活
力
あ
ふ
れ
る
岡
谷

市
の
実
現
な
ど
に
向
け
て
の
議

会
活
動
を
積
極
的
に
発
信
し
て

ま
い
り
ま
す
の
で
、よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

正副議長あいさつ

【特集】議会の役割とは
　　　市議会の流れ
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市議会の流れ
市議会は、大きく次のような流れで進んでいきます。

委員長報告

委員長報告への質疑

議案に対する討論

採　決

閉　会

議案の説明

議案の質疑

議案に対する討論

採　決

開　会

会期の決定

議案の上程・説明

議案の質疑

委員会付託

告　示

議会運営委員会

一般質問

■「一般質問」って？

本会議

本会議

委員会

23

通常は議会を開く7日前までに
市長が招集を告示します。
議会運営委員会で、議事や日程
などが決まります。

皆さんのご意見やご要望、意
思などを議員を通じて反映し
ます。

地方自治法によって議会に置くこ
とができる委員会で、議会の運営
について協議、意見調整を図る場
として設置されています。所管する
主な事項は会期の決定や議事日
程、議会関係の条例や規則など
に関することです。委員の定数は
7名で任期は2年となっています。
○委 員 長：小松　　壮 
○副委員長：早出　一真
○委　員
　笠原征三郎 ・遠藤　真弓
　共田　武史・武井富美男
　浜　　幸平

議長が開会を宣言し、会期を決
定します。その後、市側から議案
が上程され、説明があり、議員
が質疑を行います。議案を詳しく
調査するため、常任委員会に審
査を付託します。

委員会に付託された議案の審
査の経過や結果について、委員
長が本会議に報告し、質疑が行
われます。賛成・反対の討論の
後、採決をします。
議長が閉会を宣言し、議会のす
べての日程が終了します。

常任委員会に付託された議案
について担当者から説明を受
け、質疑を行います。
委員（議員）が賛成・反対の討論
を行い、採決を行います。

議員が市政全般について質問
を行い、市長などが答弁します。
岡谷市議会では、一人の質問
時間を30分以内にしています。
一回目の質問は登壇して一括
質問、市側から一括答弁。再質
問は質問席で一問一答方式で
行われます。

岡谷市議会（定数18）は、市政の発展、皆さんの生活や福祉の向上と活力あふれる岡谷市をめざし、市民
生活の問題や課題などについて審議し、市の方針や計画など（予算・条例・重要な契約等）を決めていきま
す（議決機関）。一方、市長は議会が議決したことに基づき、市政を運営します（執行機関）。
また、議会は一般質問などを通じて市政に住民の意思を反映します。

定例会とは議案等の有無にかかわらず定期的に招集される議会の会議のことをいいます。岡谷市では条例により
年4回開催することが定められており、通常3・6・9・12月に開かれます。会期中には一般質問も行われます。
臨時会は定例会とは別に、臨時的に必要がある場合に特定の議案等に限ってこれを審議するために招集され
る会議のことをいいます。従いまして一般質問は行われません。

岡谷市議会では一般質問の状況をシルキーチャンネルによる生放送・録画放送及び、市ホームページから
インターネットによるライブ中継・録画映像配信を行っておりますので、ご覧ください。

定例会
臨時会

皆さんのご意見

一般質問は市議会の定例会に限り、議案とは関係なく市の事務の執行状況や将来の方針などについて質問がで
きる大変重要な場です。一般質問は充実した能率的な議会運営を行うために議員は事前に質問事項を議長宛に
通告しています。なお、質問の順番はくじ引きによって決められ、議員の質問時間は30分以内とされています。一般質問

文字通り議員全員による協議会です。市から市民生活に大きな影響のある案件について報告や協議などを行
う場でありますが、議会の意思決定としての法的効力は認められていません。

全員協議会

市議会では行政などに対する市民の皆さんの要望や意見などを、請願や陳情という形で受け付けることができ
ます。請願には岡谷市議会議員（一人以上）の紹介が必要となりますが、陳情には議員の紹介は必要ありません。
提出された請願・陳情は直近の市議会定例会において審議や審査の対象となり、所管する委員会で審査され
た後、関係機関に意見書などを送付することが適当なものは議会で可決された意見書を関係機関に提出しま
す。詳しくは議会事務局までお問い合わせください。

請願と陳情

●議会運営委員会

地方自治法では、市の仕事
の範囲が広く複雑化してい
るため、議員がいくつかの
分野（委員会）に分かれて、
より効率的に市の仕事や
議案を専門的に調査・審
査をするために議会に常
任委員会を置くことができ
るとされています。岡谷市
議会では「総務委員会」、
「社会委員会」、「産業建設
委員会」の3つの常任委員
会が設置されています。
※4～6ページに各常任委
　員会の紹介と活動報告
　を掲載しています。

●常任委員会

市民と議会の
関係

年4回定例会を開催します。
本会議や委員会で、質問や審
議・審査を行います。

議会を開きます

議員の討論後、採決をします。
これを議決と言い、これによ
り市の方針が決まります。

市の方針を決めます
議会の議決権や調査権など
を使って、市政の方針を決め、
調査などを行います。

議会の権限を使います

市長は議決された
方針などに基づき、
市政を運営します。

本会議の一般質問
などを通じて住民の
意思を反映します。

市民の代表である
議員18人を選挙で
選びます。

議会の権限を行使
するため、さまざま
な会議を開きます。



委員会社会
構
成
メ
ン
バ
ー
紹
介

委
員
会
の
役
割
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●
委
員
長　

浜　
　

幸
平

●
副
委
員
長　

藤
森　

博
文

●
委　
　

員   

早
出　
一 

真

　
　
　
　
　
　

笠
原
征
三
郎

　
　
　
　
　
　

遠
藤　

真
弓

　
　
　
　
　
　

小
松　
　

壮

　

社
会
委
員
会
で
は
、市
民
環
境
部
、

健
康
福
祉
部
、福
祉
事
務
所
、岡
谷
市

民
病
院
に
関
す
る
事
項
を
所
管
し
て

い
ま
す
。

　

岡
谷
市
に
は
な
い
先
進
的
事
業
を
展

開
す
る
施
設
等
を
現
地
視
察
し
、議
員

と
し
て
の
視
野
を
広
げ
て
、理
解
を
深

め
る
こ
と
で
、よ
り
充
実
し
た
福
祉
の

実
現
に
活
か
す
た
め
、８
月
27
日（
木
）

に
実
施
し
ま
し
た
。

　

松
本
に
あ
る
県
下
唯
一
の
情
緒
障
害

児
短
期
治
療
施
設
で
、軽
度
の
障
が
い

を
有
す
る
児
童
を
短
期
間
入
所
又
は
通

所
に
よ
り
、そ
の
障
が
い
を
治
療
し
、退

所
後
も
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
っ
て

い
る
施
設
で
す
。旧
長
野
県
諏
訪
湖
健

康
学
園
が
、移
転
・
新
築
。県
社
会
福
祉

事
業
団
が
指
定
管
理
者
と
な
り
、常
勤

の
精
神
科
医
師
を
配
置
し
て
、治
療
・

支
援
に
取
組
ん
で
い
ま
す
。

　

全
国
的
に
見
て
も
虐
待
や
軽
度
の
障

が
い
を
有
す
る
児
童
は
増
え
、専
門
的

治
療
と
ケ
ア
が
必
要
に
な
っ
て
き
て
お

り
、こ
の
施
設
の
果
た
す
役
割
は
非
常

に
大
き
い
と
感
じ
ま
し
た
。

【
＃
８
０
０
０
事
業
】

【
I
C
T
利
用
に
よ
る
在
宅
医
療
支
援
】

長
野
県
松
本
あ
さ
ひ
学
園
の
視
察

信
州
大
学
医
学
部
付
属
病
院
の
視
察

現
地
視
察
実
施

　

夜
間
の
子
ど
も
の
急
な
発
病
や
け
が

の
対
処
の
相
談
に
応
じ
る
た
め
、県
か

ら
の
業
務
委
託
に
よ
る
小
児
救
急
電
話

相
談
事
業
で
あ
り
ま
す
。緊
急
性
の
低

い
受
診
を
減
ら
し
、小
児
科
医
の
激
務

軽
減
に
つ
な
が
る
と
感
じ
ま
し
た
。

　

自
宅
を
安
全
、安
心
、快
適
な
病
室

に
す
る
た
め
、ケ
ア
・
診
療
情
報
を
患

者
、家
族
が
専
用
情
報
端
末
で
共
有

し
、在
宅
療
養
者
や
家
族
の
負
担
軽
減

を
図
り
、療
養
病
床
不
足
、縦
割
り
診

療
体
制
と
ケ
ア
体
制
不
足
を
補
っ
て
い

る
事
業
で
す
。

　

一
般
的
な
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
の
上

に
ラ
ン
ク
さ
れ
、同
病
院
を
基
地
病
院

と
し
て
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
一
機
を
運
行
管

理
し
て
い
ま
す
。

　

岡
谷
か
ら
緊
急
要
請
し
た
場
合
は
10

分
で
到
着
で
き
、E
R
フ
ロ
ア
ー
も
設

置
さ
れ
て
い
ま
す
。必
要
不
可
欠
な
施

設
だ
と
痛
感
し
ま
し
た
。

　

軽
度
の
障
が
い
者
を
治
療
・
支
援
す

る
施
設
の
増
設
・
充
実
、産
学
官
金
の

連
携
を
強
め
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
に
よ
る
在
宅

医
療
支
援
拡
大
の
取
り
組
み
に
つ
な

げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

左より、浜委員長・藤森副委員長・笠原委員・遠藤委員・小松委員・早出委員

委員会総務
構
成
メ
ン
バ
ー
紹
介

委
員
会
の
役
割

●
委
員
長　

共
田　

武
史

●
副
委
員
長　

中
島　

保
明

●
委　
　

員   

竹
村　

安
弘

　
　
　
　
　
　

今
井　

秀
実

　
　
　
　
　
　

今
井　

康
善

　
　
　
　
　
　

大
塚　

秀
樹

　

総
務
委
員
会
で
は
、企
画
政
策
部
、総

務
部
、会
計
課
、議
会
事
務
局
、教
育
委

員
会
、選
挙
管
理
委
員
会
、公
平
委
員

会
、監
査
委
員
、固
定
資
産
評
価
審
査
委

員
会
に
関
す
る
事
項
及
び
、他
の
委
員

会
に
属
さ
な
い
事
項
と
幅
広
い
範
囲
を

所
管
し
て
い
ま
す
。

　

委
員
会
は
委
員
の
提
案
や
必
要
に
応

じ
て
、所
管
す
る
事
案
に
対
し
て
現
地

視
察
を
行
っ
て
い
ま
す
。ど
の
よ
う
に

事
業
が
行
わ
れ
て
い
る
か
、ど
の
よ
う

に
予
算
が
使
わ
れ
て
い
る
か
、ど
の
よ

う
な
問
題
な
の
か
、な
ど
を
実
際
に
現

地
で
確
認
し
た
り
説
明
を
受
け
た
り
し

ま
す
。

岡
谷
小
学
校
統
合
に
伴
う

新
し
い
通
学
路
の
視
察

市
内
小
中
学
校
の
視
察

現
地
視
察
実
施

消
防
団
と
の
懇
談
会

　

来
年
度
か
ら
岡
谷
小
学
校
が
田
中
小

学
校
と
神
明
小
学
校
に
統
合
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、児
童
が
小
学
校
に
通
う
た
め

に
新
た
な
通
学
路
が
設
け
ら
れ
ま
す
。

通
学
路
に
対
し
て
は
市
民
か
ら
不
安
の

声
や
議
会
か
ら
で
た
懸
案
事
項
が
あ
り

ま
す
。実
際
に
新
し
い
通
学
路
を
担
当

者
と
歩
い
て
、ど
の
よ
う
な
状
況
か
確

認
し
ま
し
た
。児
童
の
安
全
確
保
の
た

め
に
、市
と
警
察
、P
T
A
が
様
々
な
視

点
で
協
議
し
て
改
善
さ
れ
て
い
く
様
子

が
確
認
で
き
ま
し
た
。

　

議
員
の
４
年
の
任
期
中
に
、市
内
の

全
て
の
小
中
学
校
を
順
番
に
視
察
す
る

こ
と
が
通
例
と
な
っ
て
お
り
、今
年
度

は
上
の
原
小
学
校
、湊
小
学
校
、北
部
中

学
校
を
視
察
し
ま
し
た
。校
長
先
生
か

ら
教
育
現
場
の
課
題
や
展
望
な
ど
を
伺

い
、意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。い
じ
め

や
不
登
校
だ
け
で
な
く
、学
力
や
少
子

化
、さ
ら
に
は
危
機
管
理
な
ど
様
々
な

課
題
が
山
積
し
、委
員
会
も
強
い
関
心

を
持
っ
て
い
ま
す
。今
後
の
教
育
行
政

に
参
考
と
な
る
質
問
や
意
見
が
委
員
か

ら
積
極
的
に
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、岡
谷
市
が
力
を
入
れ
て
い
る

食
育
の
場
で
あ
る
、学
校
給
食
も
試
食

し
ま
し
た
。

　

地
域
防
災
の
要
で
あ
り
、市
民
の
生

命
と
財
産
を
守
る
消
防
団
と
の
懇
談
会

を
開
催
し
ま
し
た
。団
長
・
副
団
長
を

は
じ
め
各
分
団
の
分
団
長
に
出
席
い
た

だ
き
ま
し
た
。震
災
以
降
、国
に
よ
り
消

防
団
に
対
す
る
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。岡
谷
市
も
消
防
団
へ
の
理
解
は

深
く
、最
近
も
新
た
に
屯
所
の
耐
震
化

や
、報
酬
等
の
見
直
し
、活
動
服
の
整
備

な
ど
環
境
整
備
に
努
め
て
い
ま
す
。し

か
し
消
防
団
の
一
番
の
課
題
と
言
え
る

団
員
の
確
保
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、そ

れ
ぞ
れ
の
分
団
の
抱
え
る
課
題
な
ど
を

伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。委
員
会
の

今
後
の
取
り
組
み
に
つ
な
が
る
有
意
義

な
懇
談
会
で
し
た
。

左より、共田委員長・中島副委員長・今井（秀）委員・今井（康）委員・大塚委員・竹村委員

❶
総
合
遠
隔
診
療
室

❷
高
度
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー

●常任委員会の紹介と活動報告 ●常任委員会の紹介と活動報告

視
察
で
得
た
議
会
活
動
に
活
か
す
こ
と
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マ
ル
ゴ
工
業
株
式
会
社
視
察

岡
谷
７
３
８
号
線
工
事
箇
所
視
察

特
定
非
営
利
活
動
法
人
維
新
塾
視
察

現
地
視
察
実
施

委員会建設産業

左より、武井委員長・渡辺（雅）副委員長・今井委員・笠原委員・渡辺（太）委員・八木委員

構
成
メ
ン
バ
ー
紹
介

委
員
会
の
役
割

●
委
員
長　

武
井
富
美
男

●
副
委
員
長　

渡
辺　

雅
浩

●
委　
　

員   

今
井　

義
信

　
　
　
　
　
　

笠
原　

順
子

　
　
　
　
　
　
八
木　

敏
郎

　
　
　
　
　
　

渡
辺　

太
郎

　

産
業
建
設
委
員
会
で
は
、産
業
振
興

部
、建
設
水
道
部
、農
業
委
員
会
の
そ
れ

ぞ
れ
の
所
管
す
る
事
項
を
所
管
し
て
い

ま
す
。

　

産
業
建
設
委
員
会
所
管
の
事
業
を
展

開
す
る
事
業
の
進
捗
状
況
を
確
認
し
、

施
設
等
を
視
察
し
て
、理
解
を
深
め
る

こ
と
で
、よ
り
充
実
し
た
委
員
会
活
動

を
行
う
た
め
、８
月
31
日（
月
）に
実
施

し
ま
し
た
。

　

維
新
塾
は
、「
岡
谷
に
ゅ
う
商
人
維

新
塾
」と
し
て
、平
成
３
年
に
岡
谷
市

と
岡
谷
商
工
会
議
所
支
援
の
も
と
岡
谷

の
若
手
経
営
者
の
育
成
と
将
来
的
な
地

域
商
業
の
活
性
化
を
目
的
に
創
設
さ
れ

ま
し
た
。講
習
会
、イ
ベ
ン
ト
の
開
催
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
一
年
を
通
し

て
活
動
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
、確
認

で
き
ま
し
た
。

○
主
な
活
動
と
し
て

 

・
ラ
ラ
オ
カ
ヤ　

チ
ャ
レ
ン
ジ
広
場
管

　

理
運
営

 

・
あ
き
ん
堂
ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
事
業

 

・
商
人
堂
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
シ
ス
テ
ム

　

運
営

　

な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

Ｍ
Ｒ
Ｇ
マ
ル
ゴ
工
業
は
１
９
６
４
年

の
創
業
。精
密
機
械
の
生
産
設
備
、電
子

部
品
関
連
の
組
立
、検
査
装
置
を
製
造

し
て
い
ま
す
。

　

管
理
部
門
で
は
独
自
の
生
産
管
理
シ

ス
テ
ム
を
構
築
し
、効
率
の
い
い
生
産

体
制
を
確
立
し
て
い
ま
す
。工
場
内
を

見
学
し
ま
し
た
。

①
〜
③

　

平
成
25
年
度 

岡
谷
７
３
８
号
線

　

改
良
工
事（
東
・
西
・
中
工
区
）

④
平
成
26
年
度 

岡
谷
７
３
８
号
線

　

改
良
工
事

⑤
平
成
27
年
度 

岡
谷
７
３
８
号
線

　

改
良
工
事

　

崩
落
箇
所
の
補
修
工
事
現
場
を
視
察

し
ま
し
た
。

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
及
び
企
業
活
動
に
対
し

て
必
要
な
支
援
の
検
討
及
び
生
活
に
直

結
す
る
主
要

道
路
の
維
持

管
理
、予
防

保
全
へ
の
取

り
組
み
を
行

い
ま
す
。

　

市
議
会
議
員
は
、議
会
の
本
会
議
や
常

任
委
員
会
で
の
活
動
の
ほ
か
に
、議
会
内

に
設
置
さ
れ
る
任
意
の
委
員
会
や
法
令
等

で
定
め
ら
れ
た
委
員
会
に
議
会
か
ら
選
出

さ
れ
る
議
員
、さ
ら
に
地
方
公
共
団
体
の

組
合
と
し
て
議
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
組

合
議
会
議
員
な
ど
と
し
て
も
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、任
意
の
委
員

会
な
ど
に
つ
い
て
説
明
い
た
し
ま
す
。

　

議
会
内
に
設
置
さ
れ
た
任
意
の
委
員
会

で
す
。　

　

議
会
基
本
条
例
と
は
、地
方
自
治
の
一
翼

を
担
う
議
会
が
、自
ら
掲
げ
る
理
念
の
実
現

に
向
け
て
行
動
す
る
原
則
や
積
み
上
げ
て

き
た
議
会
改
革
の
さ
ら
な
る
進
展
を
図
る

こ
と
を
定
め
る
条
例
で
、議
会
の
最
高
規
範

と
な
る
も
の
で
す
。

　

岡
谷
市
議
会
で
は
前
任
期
に
お
い
て
条

例
の
策
定
を
目
指
す
こ
と
を
決
定
し
、改
選

後
の
議
会
に
お
い
て
全
議
員
を
構
成
員
と

す
る「
議
会
基
本
条
例
策
定
委
員
会
」を
設

置
し
て
精
力
的
に
協
議
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

●
委
員
長…

今
井　

秀
実

　

●
副
委
員
長…

遠
藤　

真
弓

　

監
査
委
員
は
、地
方
自
治
体
に
置
か
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
独
任
制
の
執
行
機
関

で
、地
方
公
共
団
体
の
財
務
に
関
す
る
事
務

の
執
行
及
び
経
営
に
係
る
事
業
の
管
理
の

監
査
を
基
本
的
な
職
務
と
し
て
い
ま
す
。

　

監
査
委
員
の
選
任
は
、人
格
が
高
潔
で
、

地
方
公
共
団
体
の
財
務
管
理
や
事
業
の
経

営
管
理
、行
政
運
営
に
関
し
て
優
れ
た
識
見

を
有
す
る
者
と
市
議
会
議
員
の
う
ち
か
ら
、

市
長
が
議
会
の
同
意
を
得
て
行
な
い
ま
す
。

　

岡
谷
市
で
は
、識
見
監
査
委
員
２
名
、議

会
選
出
監
査
委
員
１
名
、計
３
名
が
選
任
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

議
会
選
出
監
査
委
員
の
任
期
は
申
し
合

わ
せ
で
２
年
で
す
。

（
議
会
選
出
監
査
委
員
）　
渡
辺　

太
郎

　

農
業
委
員
会
で
は
、農
地
法
等
の
法
令
に

基
づ
く
業
務
、農
地
の
確
保
、農
地
の
有
効
利

用
な
ど
農
業
振
興
を
図
っ
て
い
く
業
務
、農

業
者
の
代
表
と
し
て
意
見
の
公
表
や
建
議
・

答
申
を
行
う
業
務
等
を
行
っ
て
い
ま
す
。

（
議
会
推
選
議
員
）　
武
井　

富
美
男

　
「
諏
訪
広
域
連
合
」は
、市
町
村
が
単
独

で
行
う
こ
と
が
難
し
い
広
域
的
な
事
務
・

事
業
を
担
っ
て
お
り
、諏
訪
地
域
の
６
市

町
村
で
組
織
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

事
業
の
主
な
内
容
は
、諏
訪
地
域
の
広

域
行
政
の
推
進
に
関
す
る
事
務
や
茅
野
市

に
あ
り
ま
す
救
護
施
設
八
ヶ
岳
寮
の
設

置
、管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
、ま

た
、介
護
保
険
法
及
び
介
護
保
険
法
施
行

法
の
規
定
に
基
づ
く
事
務
、さ
ら
に
本
年

４
月
よ
り
消
防
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て

も
広
域
一
元
化
さ
れ
ま
し
た
。

　

議
員
定
数
は
22
名
で
、内
訳
は
、岡
谷
市
、

諏
訪
市
、茅
野
市
が
各
５
名
、下
諏
訪
町
が

３
名
、富
士
見
町
、原
村
が
各
２
名
で
す
。

　

議
員
の
任
期
は
、申
し
合
わ
せ
で
２
年

で
す
。

（
岡
谷
市
議
会
選
出
議
員
）

　

竹
村 

安
弘
／
今
井 

秀
実
／
遠
藤 

真
弓

　

八
木 

敏
郎
／
浜 

幸
平

　
「
湖
北
行
政
事
務
組
合
」は
、行
政
サ
ー

ビ
ス
の
一
部
を
共
同
で
行
う
こ
と
を
目
的

に
設
置
が
さ
れ
て
お
り
、下
諏
訪
町
、辰
野

町
、岡
谷
市
の
３
市
町
で
組
織
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

組
合
が
行
っ
て
い
る
事
業
の
内
容
は
、

湖
北
衛
生
セ
ン
タ
ー（
し
尿
処
理
施
設
）

の
設
置
及
び
経
営
に
関
す
る
事
務
、ま
た

湖
風
苑（
湖
北
火
葬
場
）の
設
置
及
び
管

理
・
運
営
に
関
す
る
事
務
で
、そ
の
内
、湖

風
苑
に
つ
き
ま
し
て
は
、下
諏
訪
町
と
岡

谷
市
の
２
つ
の
自
治
体
で
共
同
処
理
し

て
い
ま
す
。

　

議
員
定
数
は
17
名
で
、内
訳
は
、岡
谷
市

が
９
名
、下
諏
訪
町
、辰
野
町
が
各
４
名
で

す
。議
員
の
任
期
は
、申
し
合
わ
せ
で
２
年

で
す
。

（
岡
谷
市
議
会
選
出
議
員
）

　

竹
村 

安
弘
／
早
出 

一
真

　

笠
原 

征
三
郎
／
藤
森 

博
文

　

笠
原 

順
子
／
共
田  

武
史

　

大
塚 

秀
樹
／
小
松  

壮
／
八
木 

敏
郎

　
「
湖
周
行
政
事
務
組
合
」は
、「
湖
北
行
政

事
務
組
合
」同
様
、行
政
サ
ー
ビ
ス
の
一
部

を
共
同
で
行
う
こ
と
を
目
的
に
設
置
が
さ

れ
て
お
り
、諏
訪
市
、下
諏
訪
町
、岡
谷
市

の
３
市
町
で
組
織
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

組
合
が
行
っ
て
い
る
事
務
は
、ご
み
処

理
計
画
に
関
す
る
事
務
、ご
み
処
理
施
設

の
設
置
、管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
事
務

で
、現
在
、岡
谷
市
の
旧
清
掃
工
場
跡
地
に

「
諏
訪
湖
周
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
（
愛
称

ｅ
ｃ
ｏ
ポ
ッ
ポ
）」の
平
成
28
年
12
月
の
供

用
開
始
を
目
指
し
て
建
設
工
事
が
進
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

議
員
定
数
は
各
市
町
と
も
４
名
の
12
名

で
、議
員
の
任
期
は
、申
し
合
わ
せ
で
２
年

で
す
。

（
岡
谷
市
議
会
選
出
議
員
）

　

竹
村　

安
弘
／
渡
辺　

雅
浩

　

今
井　

康
善
／
武
井
富
美
男

諏
訪
広
域
連
合
議
会

湖
周
行
政
事
務
組
合
議
会

湖
北
行
政
事
務
組
合
議
会

●常任委員会の紹介と活動報告●各種委員・組合議会

●
議
会
基
本
条
例
策
定
委
員
会

●
農
業
委
員

●
監
査
委
員

※その他、必要に応じて委員会を設置しています。

視
察
で
得
た
議
会
活
動
に
活
か
す
こ
と

議
会
選
出
の

各
種
委
員・組
合
議
会



2015年10月14日 岡谷市民病院外来オープニングセレモニー
「
新
病
院
開
院
に
寄
せ
て
」

■
編
集
後
記

　
岡
谷
市
議
会
だ
よ
り
が
創
刊
さ
れ

ま
し
た
。議
会
の
活
動
状
況
を
分
か
り

易
く
市
民
の
皆
様
に
周
知
し
、議
会
に

対
す
る
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た

め
の「
広
報
誌
」で
す
。議
員
一
人
ひ
と

り
が
市
民
の
皆
様
の
立
場
に
立
っ
て
、

全
力
で
取
り
組
ん
で
ま
い
る
所
存
で

す
が
、こ
の
市
議
会
だ
よ
り
が
そ
の
一

助
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。ぜ
ひ
、市
民

の
皆
様
か
ら
議
会
へ
の
要
望
、市
議
会

だ
よ
り
へ
の
感
想
を
議
会
事
務
局
あ

て
に
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。次
回
か
ら
は

そ
の
意
見
を
掲
載
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　
今
後
と
も
市
議
会
だ
よ
り
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　 （
議
会
広
報
委
員
会
一
同
）

■
議
会
広
報
委
員
会

　
●
委
員
長
／
八
木
　
敏
郎

　
●
副
委
員
長
／
今
井
　
義
信

　
●
委
　
　
員
／
浜
　
　
幸
平

　
　
　
　
　
　
　
藤
森
　
博
文

　
　
　
　
　
　
　
笠
原
　
順
子

　
　
　
　
　
　
　
渡
辺
　
雅
浩

行政についての
要望や

意見を文書で議
会に

出すことができ
ます

議会を傍聴しません
か

　傍聴をご希望の方は
、市役所9階の傍聴者

入口前の机の上に用意
されている傍聴人受付

用紙に「氏名・住所・年齢
」をご記入いただき議

場内にお入りください。

　耳の不自由な方には
、集音器の貸し出しを

行っています。希望される
方は、市役所7階の議

会事務局へお立ち寄り
ください。入退室は、会

議中でも自由にできます
。

議会をシルキーチャンネルで見ましょう　一般質問をシルキーチャンネルで生中継しておりますのでご覧ください。　また、本会議の会議録は、図書館、市役所１階情報コーナー、市ホームページ、議会事務局で見ることができます。

　行政に対する
市民の要望や意

見を直接反映させ
るための方法と

して、誰でも請願
書や陳情書を議

会に提出すること
ができます。提

出方法など、詳し
くは議会事務局

にお問い合わせく
ださい。

市議会議員が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、公職選挙法で禁止されており、違反すると処罰
されます。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。市民の皆様のご協力をよろしくお願いします。

＜寄附行為に該当する事例＞
・お祭り、運動会、親睦旅行会、会合等の行事や、入学式、卒業式の行事に対し、寄附、餞別、お祝い、差し入れ等をすること。
・個人に対し、お中元、お歳暮、入学祝、結婚祝を贈ること（議員自らが出席する結婚披露宴への祝儀や葬式における香典は除く）。
・未成年者、社会福祉施設、市町村に対する寄附や年賀状、寒中見舞状などの時候のあいさつ状を出すこと（答礼のための自筆によるものを除く）。

寄附行為の禁止

・政治家は有権者に寄附を「贈らない」・有権者は政治家に寄附を「求めない」・議員から有権者への寄附は「受け取らない」

・議　案（ぎあん）
・意見書（いけんしょ）

議会の議決を求めるために市長や議員及び委員会が提出する案件のことです。
地方自治法第99条に基づき、市議会が市の公益に関することについて、国会や国、県などの
関係行政庁に対して提出する、議会の意思をまとめた文書のことです。
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議会に対する理解が深まることを願って、議会用語を解説します。
・・・・・・・・・

・・・

　
岡
谷
市
民
病
院
の
開
院
に
あ

た
り
、計
画
か
ら
開
院
ま
で
先

輩
議
員
の
思
い
や
、た
く
さ
ん

の
歴
史
が
あ
り
ま
す
。平
成
17

年
度
の「
岡
谷
市
病
院
統
合
基

本
計
画
」の
策
定
、平
成
21
年
度

の
施
設
集
約
の
方
針
が
決
ま
っ

て
か
ら
、平
成
22
年
度
「
岡
谷

市
新
病
院
建
設
基
本
構
想
」が

で
き
あ
が
り
ま
し
た
。

　
そ
し
て
本
日
こ
こ
に
、18
人

の
議
員
が
こ
の
場
に
立
ち
会
え

る
こ
と
は
大
き
な
喜
び
で
あ

り
、こ
れ
か
ら
を
見
届
け
る
責

任
を
痛
感
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。

　
病
院
運
営
に
お
け
る
医
師
確

保
、特
に
産
科
の
診
療
開
始
や

健
全
運
営
な
ど
の
課
題
は
あ
り

ま
す
が
、市
民
に
愛
さ
れ
る
病

院
と
し
て
地
域
医
療
推
進
の
要

と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い

け
る
よ
う
に
、議
会
と
し
て
も

注
視
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

　
今
後
は
旧
病
院
建
物
の
撤
去

や
外
構
工
事
な
ど
に
よ
り
駐
車

場
の
整
備
が
進
む
こ
と
と
な
り

ま
す
が
、引
き
続
き
ご
支
援
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

◆
岡
谷
市
議
会
議
長
あ
い
さ
つ
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